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1．臨床研修の基本理念�
�
　臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学および医療の果たすべき社会的役
割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷または疾病に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的な診療
能力（態度・技能・知識）を身につけることのできるものであること。�
�
○医師法（昭和二十三年法律第二百一号）（抜粋）�
　（臨床研修）�
第十六条の二　診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学部を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院に
おいて、臨床研修を受けなければならない。�
�
2．臨床研修病院�
�
　臨床研修病院は、単独型臨床研修病院、管理型臨床研修病院又は協力型臨床研修病院として指定される。�
　臨床研修病院群は、管理型臨床研修病院、協力型臨床研修病院及び臨床研修協力施設により構成される。�
�
3．臨床研修病院の指定基準�
�
（1）　到達目標が達成できる研修プログラムを有していること。�
①　内科、外科及び救急部門（麻酔科を含む。）、小児科、産婦人科、精神科及び地域保健・医療については、必ず研修を行うこ
ととし、研修期間はそれぞれの科目について少なくとも1月以上とすること。�
②　原則として、当初の12月は、内科、外科及び救急部門（麻酔科を含む。）において研修すること。内科については、6月以上
研修することが望ましい。�
　（例えば、当初の12月を内科6月、外科及び救急部門で6月研修し、小児科、産婦人科、精神科、地域保健・医療を各3月研修す
ることなども考えられる）�
③　地域保健・医療については、へき地・離島診療所、中小病院・診療所、保健所、介護老人保健施設、社会福祉施設、赤十字
社血液センター、各種検診・健診の実施施設等（臨床研修協力施設）のうち、適宜選択して研修すること。�
※　到達目標は、医療人として必要な基本姿勢・態度を定めた行動目標と経験すべき診察法・手技・症状・病態・疾患を定め
た経験目標で構成�

（2）　単独型臨床研修病院は、以下の要件を満たすこと。�
①　原則として、内科、外科、小児科、産婦人科及び精神科の各診療科が標榜されており、プライマリ・ケアの基本的な診療能
力を修得するのに必要な症例や指導体制を有していること。�
②　研修プログラム及び研修医の管理、評価等を行う研修管理委員会を設け、プログラム責任者が配置されていること。�
③　臨床病理検討会（CPC）を適切に開催していること。�
④　常勤の指導医が、原則として、内科、外科、小児科、産婦人科及び精神科の各診療科に配置されていること。�
⑤　指導医は、原則として、7年以上の臨床経験を有する医師であって、プライマリ・ケアを中心とした指導を行う十分な能力を
有していること。�

（3）　臨床研修病院は、医療法標準の医師数を有していること。�
（4）　臨床研修病院群においては、管理型臨床研修病院、協力型臨床研修病院及び臨床研修協力施設の連携により単独型臨床研修病
院の基準を満たすとともに、相互に機能的な連携が図られていること。�

（5）　受け入れる研修医の数は、原則として、病床数を10で除した数又は年間入院患者を100で除した数を超えないこと。また、原
則として、研修プログラム毎に複数の研修医を受け入れられる体制であること。�
�
4．研修医の処遇と募集について�
�
①　研修医に対する適切な処遇が確保されていること。�
②　原則として公募による採用が行われていること。�
�
5．臨床研修病院の指定手続等�
�
①　臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、指定を受けようとする前年度の6月30日までに申請すること。�
②　臨床研修病院の開設者は、毎年4月30日までに、来年度の募集予定定員と、研修プログラムの写し等を厚生労働大臣に報告す
ること。�
③　臨床研修病院の管理者は、臨床研修を中断した研修医に対し、その理由、中断した時点までに受けた研修内容等を記載した
中断証明書を交付すること。�
④　研修病院の管理者は、臨床研修が修了したと認めるときは、研修医に対し、臨床研修修了証を交付すること。また、臨床研
修を修了していると認めないときは、当該研修医に対して、理由を付して、その旨を文書で通知すること。�

新医師臨床研修制度の概要（平成16年4月より必修化）�概　　要

医師の資質の向上
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国民に対し安心・安全な医療、質の高い医療を確保する観点から、処分を受けた者の職業倫理を高め、医療技術を�
再確認し、能力と適正に応じた医療の提供を促すため、行政処分を受けた医師等に対し再教育の受講を義務付ける。�

〔行政処分〕�
○医業停止�
○戒告�
（○再免許）�

対象職種：医師、歯科医師、薬剤師、�
�
　　　　　保健師、助産師、看護師、准看護師�

医　業　停　止　期　間�

処分の原因�
となる行為�

厚生労働大臣�
による再教育�
受講命令�

修了認定を�
経て、医籍�
に記載�

（倫理研修）�

（技術研修）�

再
　
教
　
育
　
修
　
了�※行政処分の内容・原因となる行為により、�

　再教育の内容・期間は異なる。�
※再教育修了まで�
　の間は、病院・�
　診療所の管理者�
　になることがで�
　きない。�

行政処分を受けた医師等に対する再教育（医師法等）�




